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◇条     例◇ 
 

予算で定めるべき資産の取得及び処分等に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

令和７年12月23日 

                           阪神水道企業団      

                           企業長 吉 田 延 雄  

阪神水道企業団条例第６号 

   予算で定めるべき資産の取得及び処分等に関する条例の一部を改正する条例 

予算で定めるべき資産の取得及び処分等に関する条例（昭和41年条例第５号）の一部を

次のように改正する。 
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改 正 後 改 正 前 

 

（予算で定めるべき資産の取得及び処

分） 

第１条 地方公営企業法（昭和27年法律第

292号、以下「法」という。）第33条第

２項の規定により予算で定めなければな

らない資産の取得及び処分は、予定価格

（適正な対価を得てする売払い以外の方

法による譲渡にあつては、その適正な見

積価格）が70,000千円以上の不動産又は

動産の買入れ又は譲渡（土地については

１件10,000平方メートル以上のものに係

るものに限る。）とする。 

（議会の同意を得てする賠償責任の免

除） 

第２条 法第34条において準用する地方自

治法（昭和22年法律第67号）第243条の

２の９第８項の規定により職員の賠償責

任の免除について議会の同意を得なけれ

ばならない場合は、当該賠償責任に係る

賠償額が500千円以上である場合とす

る。 

 

 

（予算で定めるべき資産の取得及び処

分） 

第１条 地方公営企業法（昭和27年法律第

292号、以下「法」という。）第33条第

２項の規定により予算で定めなければな

らない資産の取得及び処分は、予定価格

（適正な対価を得てする売払い以外の方

法による譲渡にあつては、その適正な見

積価格）が20,000千円以上の不動産又は

動産の買入又は譲渡（土地については１

件5,000平方メートル以上のものに係る

ものに限る。）とする。 

（議会の同意を得てする賠償責任の免

除） 

第２条 法第34条において準用する地方自

治法（昭和22年法律第67号）第243条の

２の８第８項の規定により職員の賠償責

任の免除について議会の同意を得なけれ

ばならない場合は、当該賠償責任に係る

賠償額が500千円以上である場合とす

る。 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、地方自治

法の一部を改正する法律（令和６年法律第 65 号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行

の日から施行する。 
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◇規     則◇ 
 

阪神水道企業団入札監視委員会条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年１月８日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

 

阪神水道企業団規則第１号 

阪神水道企業団入札監視委員会条例施行規則の一部を改正する規則 

阪神水道企業団入札監視委員会条例施行規則（令和７年規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

様式第１号（第４条関係） 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

 

 

 

様式第１号（第４条関係） 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間（　　年　月　日～　　年　月　日）

一般競争入札 指名競争入札 合　計

件数
契約金額

（税込　円）

平均

落札率
件数

契約金額

（税込　円）

平均

落札率
件数

契約金額

（税込　円）

平均

落札率
件数

契約金額

（税込　円）

工事請負契約

業務委託契約

物品売買契約

計

入札方式別発注総括表

項　目
随意契約

入札方式：総合評価一般競争入札

番号 工事種別 工事名 施工場所
契約金額

（税込　円）
受注者

落札率

（％）
工事担当課

参加

者数

辞退

者数

入札

回数
備考

入札方式：一般競争入札

番号 工事種別 工事名 施工場所
契約金額

（税込　円）
受注者

落札率

（％）
工事担当課

参加

者数

辞退

者数

入札

回数
備考

入札方式：指名競争入札

番号 工事種別 工事名 施工場所
契約金額

（税込　円）
受注者

落札率

（％）
工事担当課

参加

者数

辞退

者数

入札

回数
備考

入札方式：随意契約

番号 工事種別 工事名 施工場所
契約金額

（税込　円）
受注者

落札率

（％）
工事担当課

参加

者数

辞退

者数

入札

回数
備考

入札方式別発注一覧表（工事請負契約）
期間（　　年　月　日～　　年　月　日）

入札方式：一般競争入札

番号 種別 委託名 履行場所
契約金額

（税込　円）
受注者

落札率

（％）
担当課

参加

者数

辞退

者数

入札

回数
備考

入札方式：指名競争入札

番号 種別 委託名 履行場所
契約金額

（税込　円）
受注者

落札率

（％）
担当課

参加

者数

辞退

者数

入札

回数
備考

入札方式：随意契約

番号 種別 委託名 履行場所
契約金額

（税込　円）
受注者

落札率

（％）
担当課

参加

者数

辞退

者数

入札

回数
備考

入札方式別発注一覧表（業務委託契約）
期間（　　年　月　日～　　年　月　日）

入札方式：一般競争入札

番号 種別 件名 納入場所
契約金額

（税込　円）
受注者

落札率

（％）
担当課

参加

者数

辞退

者数

入札

回数
備考

入札方式：指名競争入札

番号 種別 件名 納入場所
契約金額

（税込　円）
受注者

落札率

（％）
担当課

参加

者数

辞退

者数

入札

回数
備考

入札方式：随意契約

番号 種別 件名 納入場所
契約金額

（税込　円）
受注者

落札率

（％）
担当課

参加

者数

辞退

者数

入札

回数
備考

入札方式別発注一覧表（物品売買契約）
期間（　　年　月　日～　　年　月　日）

合　計

件数 契約金額
平均

落札率
件数 契約金額

平均

落札率
件数 契約金額

平均

落札率
件数 契約金額

工事請負契約

業務委託契約

計

項　目
一般競争入札 指名競争入札 随意契約

入札方式別発注総括表

期間（　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）

入札方式：総合評価一般競争入札

番号 工事種別 工事名 施工場所 契約金額（円） 請負業者 落札率（％） 工事担当課 備考

入札方式：一般競争入札

番号 工事種別 工事名 施工場所 契約金額（円） 請負業者 落札率（％） 工事担当課 備考

入札方式：指名競争入札

番号 工事種別 工事名 施工場所 契約金額（円） 請負業者 落札率（％） 工事担当課 備考

入札方式：随意契約

番号 工事種別 工事名 施工場所 契約金額（円） 請負業者 落札率（％） 工事担当課 備考

期間（　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）

入札方式別発注一覧表
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備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部

分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

４ 改正前の欄の太線で囲まれた様式（以下「改正様式」という｡）に対応する改正後の欄の太線で囲まれた部

分（以下「改正後様式」という｡）がある場合には、当該改正様式を当該改正後様式に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和８年１月９日から施行する。 

 

                                        

◇告     示◇ 
阪神水道企業団告示第 24 号 

令和７年第２回阪神水道企業団議会定例会において認定された、令和６年度阪神水道企

業団水道事業会計決算は、次のとおりである。 

令和７年 12 月 23 日  

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 
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阪神水道企業団告示第 25 号 

令和７年第２回阪神水道企業団議会定例会において議決された、令和６年度阪神水道企

業団水道事業剰余金の処分は、次のとおりである。 

令和７年 12 月 23 日  

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

 

１ 当年度未処分利益剰余金          4,721,097,113 円 

２ 利益剰余金処分額              

 ⑴ 減債積立金               2,506,223,139 円 

 ⑵ 資本金への組入             2,214,873,974 円 

                                        

阪神水道企業団告示第 26 号 

令和７年第２回阪神水道企業団議会定例会において議決された、令和７年度阪神水道企

業団水道事業会計補正予算は、次のとおりである。 

令和７年 12 月 23 日  

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 
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阪神水道企業団告示第27号 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の規定

に基づき、令和６年度阪神水道企業団水道事業会計決算に係る資金不足比率を次のとおり

公表する。 

令和７年12月23日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

令和６年度阪神水道企業団水道事業会計決算に係る資金不足比率について 

令和６年度阪神水道企業団水道事業会計決算に係る資金不足比率は、以下のとおりです。 

 

                    

 


